
横手市民会館施設利用料金　

営利を目的としない場合 5,600 11,200

営利を目的とする場合 17,600

営利を目的としない場合（30/100） 1,680 3,360

営利を目的とする場合（30/100） 5,280

楽屋　A 350 700

楽屋　B 350 700

個室楽屋 350 700

シャワー室 100 200

営利を目的としない場合 300 600

営利を目的とする場合 1,950

営利を目的としない場合 300 600

営利を目的とする場合 2,000

和室 250 500

備　考

5　会館時間は９時～２２時で料金は１時間単位

区分 単位
使用料の額

（円）

営利目的としない使用

であって、使用者が市

外に住所を有する場合

（円）

(200/100)

大ホール

舞台のみ

リハーサル室A

２　使用時間に１時間未満の端数が生じた場合は、これを１時間とします。

リハーサル室B

1時間につき

※1時間未満の端

数は1時間としま

す。

１　営利を目的としない使用であって、使用者が市外に住所を有する場合における使用料の額は、この表に定める額

　　に１００分の２００を乗じて得た額とします。

４　大ホールを使用する場合において、舞台のみを使用する場合の使用料は、この表に定める額に１００分の３０

　　を乗じて得た額とします。

３　大ホールには舞台及びロビーを含みます。



数量 回数（1区分） 料金（円）

1式 1回 8,140

1双 1回 1,210

1双 1回 1,210

1式 1回 3,410

1式 1回 3,630

1台 1回 4,840

1枚 1回 330

数量 回数（1区分） 料金（円）

1式 1回 8,470

1式 1回 4,070

1本 1回 1,650

1本 1回 1,210

1式 1回 5,500

数量 回数（1区分） 料金（円）

1式 1回 14,300

1式 1回 8,800

1台 1回 1,100

1本 1回 1,100

1本 1回 1,100

１kw 1回 200

備　考

１　この表における付帯設備の使用料は、午前９時から正午まで、正午から午後５時まで及び午後５時から

　　午後１０時までそれぞれ１回として徴収します。

２　音響Aセットは公演、リハーサル用の音響効果・演出を伴うセットで、音響Bセットは練習用のセットを

　　いいます。

３　照明Aセットは公演、リハーサル用の照明効果・演出を伴うセットで、照明Bセットは練習・仕込用のセット

　　をいいます。

４　平台セットは、音楽用雛壇等をいいます。

５　ピアノ使用料に調律料は含んでいません。

ムービングライト

持込器具使用料

ワイヤレスマイク（A波・B波）

ワイヤレスマイク(C波)（パナソニック）

移動式拡声装置

照明用具

照明Aセット

照明Bセット

エフェクトマシン

センターピンスポットライト

音響Bセット

付帯設備料金

舞台用具

鳥の子屏風

音楽用雛壇（平台セット）

所作台

金屏風

反響版

ピアノ（ＹＡＭＡＨＡ　ＣＦ－ⅢS）

テーブルクロス

音響用具

音響Aセット


